
 

◇風水害が予想される場合、藤沢市に警報が発令されているかどうかをご確認ください。 

 

※情報源によっては「神奈川県東部」「湘南地区」のように広域に警報が発令されている場合もありま

す。藤沢市に発令されているかどうかの確認は、下記をご利用ください。なお、大清水小学校のホーム

ページから、（ア）（イ）にいくことができます。 

 

①インターネット 

 （ア）ふじさわ防災ナビ https://bosaiinfo.city.fujisawa.kanagawa.jp/ ⇒ 「警報・注意報」 

 （イ）気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html  

⇒ 「気象警報・注意報等」⇒ 地図から神奈川県をクリック 

②テレビ 

 ・ＮＨＫ視聴時にリモコンの「ｄボタン」を押してデータ放送を受信 ⇒ 「気象情報」 

 

 

 

 

２０２６年（令和８年）４月 

保護者様 

藤沢市立大清水小学校 

  校 長   加藤 悟美 

風水害時の登下校について 

 

新しい学年が始まり、お子様の入学、進級を心よりお喜び申し上げます。また、保護者の皆様には、

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、本校では風水害が予想される際の登下校に関する対応を以下のように行っています。境川がそ

ばを流れているという立地条件のため、年に数回は実際にこのような対応がとられています。ご家庭で

よくご確認の上、ご理解をお願い致します。 

◎登校時刻の繰り下げ、または、休校の措置をとる場合 

  午前６時３０分の時点、藤沢市に警報発令   

 ・午前６時３０分の時点で、大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪の警報（波浪は除く）または特別警報

が藤沢市に発令された場合は、自宅待機してください。その際、登校時刻の繰り下げや、休校するかに

ついてはすぐーるおよび学校ホームページにてお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

※緊急時における学校関係の連絡は、全て保護者連絡ツールおよび学校ホームページで行います。 

http://www.jma.go.jp/jma/index.html


 

  午前６時３０分の時点、藤沢市に警報発令されていない  

 ・午前６時３０分の時点で、藤沢市に警報が発令されていないときは、原則として登校ですが、保護者の判

断で危険と思われる場合は、様子を見て遅れて登校させてください。その場合は、すぐーる等で学校にご連

絡ください。 

 ・午前６時３０分の時点で、警報が発令されていなくても、下記の例のような場合には、学校の判断で自宅

待機の措置をとる場合があります。この場合は、すぐーるおよび学校ホームページでお知らせします。 

 (例)「風雨が予想以上に激しく境川の水位が上昇している。」「午前６時３０分以降に警報が発令された。」等 

     

◎下校時刻の繰り上げの措置をとる場合 

 ・風雨が強くなったり境川が増水したりして、危険と判断される場合、授業時間を繰り上げて一斉下校しま

す。この場合もすぐーるおよび学校ホームページでお知らせします。 

 ・緊急下校した場合、どのように家庭で対応するか各家庭で話し合っておいてください。 

  （例）知り合いの家に行く・カギの扱いはどうするか等 

 

お願い 

・風水害が予想される時は、警報の有無をご家庭でよくご確認ください。 

・風雨の強い場合、橋の上は特に風が強く吹きます。特に低学年児童は傘よりもレインコートの方が安全です

ので、ご配慮ください。 

・別紙の「風水害時の登下校」を、ご家庭でよく目に付く場所に掲示してください。 

・ご家庭の判断により欠席した場合は「出席停止」扱いとなり、｢出席を要する日数」から減じられます。 

・遅刻は遅刻扱いにしません。 

 

以 上 


